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1― 介護保険料の引き上げ

　大企業が設置する健康保険組合（健保

組合）に加入する従業員のうち、40歳以上

の人が支払う介護保険料が2017年8月か

ら引き上げられた。厚生労働省の試算に

よると、中小企業の従業員など1,653万

人が負担減となる一方、健保組合を持つ大

企業の従業員や公務員の1,272万人が負

担増となるという。これは介護保険財源の

28％を占める第2号被保険者の負担分の

うち、健保組合などの被用者保険に関して、

負担ルールを加入者割から総報酬割に変

更した影響である。

　では、この負担増を伴う制度改正はな

ぜ実施されたのだろうか。あるいはどんな

意味を持つのだろうか。制度改正の議論

や背景を考察すると、国家財政を巡る「帳

尻合わせ」という側面が見えてくる。さらに、

負担能力に応じて保険料を徴収する「応能

負担」の強化という解釈が可能であり、「取

れるところから取る」という安易な側面も

指摘できる。

　本稿では、介護保険財政の現状や厳し

い国家財政のやり繰りを視野に入れつつ、

制度改正の背景を考察することで、今回の

制度改正が国家財政の帳尻合わせだった

点を指摘する。その上で、こうした帳尻合

わせが制度の信頼性を損なう可能性を問

題点として論じ、給付と負担の問題に真正

面から取り組む必要性を指摘する。

2― 保険料が上がった理由

1｜介護保険の財政構造
　今回の制度改正の背景を探る上では、
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医療保険や介護保険を巡る複雑な税金、

保険料の流れについて全体像を理解する

必要がある。

　まず、2000年に制度化された介護保険

制度では図1の通り、50%を税金、50%

を保険料で賄っている。

 

　このうち、保険料の部分は年齢で区切ら

れている。具体的には、第1号被保険者と

呼ばれる65歳以上の高齢者が22%、第2

号被保険者と呼ばれる40歳以上65歳未

満の人が28%を負担している。今回の制

度変更は28%に相当する第2号被保険者

に関わる部分である。

　第2号被保険者が支払う保険料につい

ては、加入する公的医療保険の種類で異

なる。日本は国民全員が何らかの公的医

療保険制度に加入する「国民皆保険」を採

用しており、大手企業の被用者を対象とし

た健保組合、主に中小企業の被用者が加

入する協会けんぽ、自営業者らを想定した

市町村国民健康保険に大別できる。

　そして、第2号被保険者の介護保険料に

ついては、医療保険料に上乗せする形で医

療保険組合ごとに徴収されており、それぞ

れの保険組合が国に「介護納付金」として

支払っている。

　こうして各保険組合に割り振られる保険

料の水準については、各保険組合の加入者

数に応じて決まっていた。分かりやすく言

うと、現役世代が支払う28%分の保険料

負担については、40歳以上64歳未満の国

民が頭数で「割り勘」していたのである。

2｜加入者割から総報酬割への転換
　だが、2017年に成立した改正介護保険

法では「割り勘ルール」を変え、健保組合、協

会けんぽなどサラリーマンが加入する被用

者保険については、3年間を掛けて全て所

得ベースに変更する。これが「総報酬割」と

呼ばれる仕組みである。この結果、相対的に

高所得者が多い健保組合の保険料負担が

増えたが、協会けんぽや低所得者が多い健

保組合の保険料負担が減ることになった。

　一方、総報酬割の導入に伴って協会けん

ぽに割り振られる保険料の負担が減るこ

とで、協会けんぽの財政が改善することが

期待されるため、その分の国庫負担を削

減した。削減額は2017年度予算ベースで

440億円に及ぶ。総報酬割の導入と協会

けんぽの国庫負担削減のイメージは図3

の通りである。
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3― 財政再建目標との関係性

　こうした回りくどい方法を採用した背景

には厳しい国家財政の現状と財政再建の

難しさがある。

　一般会計の規模は2017年度予算で97

兆4,547億円であり、歳出の3分の1に相

当する32兆4,735億円を社会保障費が

占めている一方、歳入の約30%を赤字国

債で賄っている。

　そこで政府は2020年度までに国・地

方の基礎的財政収支（プライマリー・バラ

ンス、PB）を黒字化させる目標を立てた上

で、高齢化などの影響で毎年7,000億円

程度増える社会保障費の増加幅を5,000

億円程度に抑制する方針を掲げていた。つ

まり、自然体だと増加する社会保障費を抑

制するため、制度改正を通じて毎年1,500

～2,000億円程度削減する必要があった。

しかし、国民や医療・介護事業者の反発を

受ける社会保障費の削減・抑制は容易で

はない。そこで、財政再建目標との整合性

を確保するため、こうした帳尻合わせの政

策が採用された。

4― 社会保障の負担に関する
　　　　2つの考え方

　社会保障費の負担に関する考え方を大

別すると、受益に着目する「応益負担」と、

能力に応じて徴収する「応能負担」の2種

類があり、双方に一長一短がある。

　まず、前者の応益負担とは所得の水準

にかかわらず、個人に定額負担を求めるよ

うな方法である。これは負担を平等に分け

合う考え方だが、低所得者にも高所得者

と同じ負担を求めることになり、低所得者

の負担が相対的に重くなる逆進性を持つ。

　一方、高所得者に多くの負担を求める応

能負担は社会的合意を得やすいが、保険

料を主な財源とする社会保険方式の場合、

一定の限界がある。社会保険は国民に強

制加入の義務を課すなど民間保険と異な

る点が多いが、それでも「保険」である以上、

保険料の負担には一定の反対給付を伴う

必要がある。このため、給付と負担の関係

が著しく均衡を欠くと、国民は保険料を支

払う必要性を感じなくなる危険性がある。

　極端な例を言うと、100万円の保険料負

担を強制されているのに、全く給付を期待

できない人はいくら社会保険とはいえ、保

険加入のメリットを感じないであろう。給

付と負担の関係が直接的に繋がっていな

い税金と違い、社会保険料における応能

負担の強化には限界があるのである。

　応益、応能という2つの考え方を今回

の改正に当てはめると、応益負担から応

能負担への転換を意味しており、筆者自身

としては、財源確保が難しくなっている中、

応能負担を強化する大きな流れは避けら

れないと考えている。

　しかし、第2号被保険者は介護保険料を

払っても、ほとんど反対給付を期待できな

い分、元々の仕組みとして保険料の「払い

損」となっている面がある。こうした中で、

今回の制度改正のように応能負担を強化

すると、所得の高い現役世代が「高い保険

料を払っても給付を受けられない」という

不満を持つ可能性がある。そして、今回の

ように帳尻合わせを通じて「取れるところ

から取る」という安易なスタンスを続けれ

ば、制度の信頼性を失わせることになる。

5―むすびにかえて
～給付と負担に関する真正面の論議を～

　社会保障の制度改革を巡る議論では給

付の充実は支持されやすく、負担増は嫌わ

れがちである。特に負担増の議論は個人

の損得にダイレクトに結び付く上、立場や

考え方で様々な議論があるため、なかな

か議論が収束しない面がある。実際、今回

の介護保険料引き上げについても背景や

理由などが論じられず、新聞紙面では「大

企業のサラリーマン負担増」などの見出し

が目立ち、負担増のイメージだけが先行し

ている印象もある。

　しかし、社会保障を巡る給付と負担の

議論については、こうした立場や意見の

違いを調整しつつ、社会的な合意を作って

いくことが求められる。特に、厳しい財政

状況の中、団塊の世代が75歳以上となる

2025年には医療・介護費用の増加が予

想されているだけに、給付と負担の在り方

を真正面から議論しなければならない時

が来ている。
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